
柏市版子育て世代包括支援センター
(案)

平成２９年度に向けて



子育て世代包括支援センターイメージ(厚生労働省)



柏市版子育て世代包括支援センター（案）のイメージ

○様々な機関が行っている妊娠期から子育て期にわたるまでの支援に
　ついて，妊娠届出時に保健師が全数面接実施をすることにより，ワンス
　トップ拠点子育て世代包括支援センター）において，切れ目のない支援を
　実施。
○ワンストップ拠点には，保健師等を配置して決め細やかな支援を行うこと
　により，地域における子育て世帯の「安心感」を醸成する。

保健師等が，各機関との連
携，情報の共有を図り，妊
娠期から子育て期にわたる
総合的相談や支援をワン
ストップで行うと共に，全て
の妊産婦の状況を継続的
に把握し，要支援者には支
援プランを作成

＋

妊娠・出産に係る
相談支援の強化，
産前・産後のサ
ポート事業等を実
施

妊産婦を支え
る地域の包括
支援体制の構
築



センター設置のメリット

�市民サービスの向上
　全ての妊婦の状況を継続的に把握し，支援が
必要な方には，早期に支援プランを策定し，
妊産婦等を包括的・継続的に支援するこ
とで，子育てに対する不安を軽減し，安
心感や自信を醸成できる。

�効率的なサービスの提供
　ワンストップで相談を受け，専門職がコーディ
ネートすることで，必要なサービスを効率的
に提供できる。



子育て世代包括支援センターに盛り込む事業（案）

【妊娠前】○妊娠に関する普及啓発
【妊娠期から出産・産後】
○産前・産後サポート事業
　①プラン作成
　②「にこにこダイヤル柏」
　③ハイリスク等グループ支援
○センター職員によるプランに応じた支援
○産後ケア事業
○産婦健診
○こんにちは赤ちゃん訪問（新生児訪問＋乳幼児
全戸訪問事業）

【育児】
○７～８か月児相談



児童福祉法改正への対応①



児童福祉法改正への対応②



平成２９年度　新規事業予定①

母子健康手帳交付時の妊婦全数面接
・妊娠届出時に保健師・助産師等による全数面接と情報
提供
・要支援者に対するオーダーメードの支援プランの策定
・全ての妊婦を継続的に把握

現在の母子健康手帳発行場所を市内３か所に集約

⇒「子育て世代包括支援センター」として
設置
○平成２９年度：中央エリア，南部エリア，保健所内に設置
　※北部エリアは，市の公共施設整備状況に合わせて設置
○保健師・助産師（臨時職員）・精神保健福祉士（臨時職員）
　・事務職（臨時職員）を配置予定
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妊娠中の支援
・支援プランに基づく情報提供やサービス
　⇒電話相談や面談，家庭訪問等
・産科医療機関との連携
　⇒妊婦健康診査の受診状況等の把握

出産直後の支援
・支援プランに基づく情報提供やサービス
　⇒出産直後の家庭訪問や産後ケア訪問等
・支援に必要な継続的サービス利用に向けて　　
　⇒コーディネート



平成２９年度　新規事業予定②

【目的】
退院直後の母子に対して，心身のケアや育児サ
ポート等を行い，産後も安心して子育てができる
支援体制の確保を目的として実施。

産後ケア事業

【対象者】
家族等から十分な家事，育児などの援助が受
けられない産婦及びその子で，かつ，①「産後
に心身の不調又は育児不安等がある者」，又は
②「その他特に支援が必要と認められる者」（た
だし，病院等への入院を要するものは除く。）



平成２９年度　新規事業予定③

【その他】

�妊娠に関する普及啓発

　･･･子育て世代包括支援センターのPR
�プレ事業

　・・・ミニ「ママ･パパ学級」

　・・・７～８か月児育児相談



２９年度　既存・拡充事業①　

【既存】

「にこにこダイヤル柏」

･･･従来より実施している「にこにこダイヤル柏」
を子育て世代包括支援センターの事業に盛り
込み，妊娠，出産，育児等に関する専用相談
電話として，充実強化していく。



２９年度　既存・拡充事業②

【拡充】

こんにちは赤ちゃん事業

（新生児訪問＋乳児家庭全戸訪問事業）
�新生児訪問と乳児家庭全戸訪問事業を統合し，こ
んにちは赤ちゃん事業として実施。

�全数の新生児・産婦を対象に新生児訪問指導員
（保健師・助産師）による家庭訪問を実施。

�新生児訪問で会えなかった家庭には，乳幼児全戸
訪問事業として生後４か月頃に看護師による訪問を
実施。



センターに期待される効果

�妊娠届出をすることで，子育てや健康に関して相談
できる人と場所があることを知ることができ，安心・
安全な出産，子育てにつながり，児童虐待予防に寄
与できる。

妊娠届出時
の保健師等
専門職によ
る全数面接

支援の
必要性の
判断

・オーダーメ　
 イド支援プラ 
  ンの策定
・支援の実施

�既存の母子保健サービスの質の向上や新たな支援プ
　ランの構築につながる。
�ソーシャルキャピタルの新たな創出と醸成につながる。



センター設置に向けての課題

�専門性の高い専門職の確保と，人材育成

�子育て世代が利用しやすい場所での実施の
ための開設場所の確保

�母子健康手帳の交付場所を集約することに
よる市民への説明

�既存の母子保健サービスや各種関係機関と
の連携やネットワークの整備（支援拠点等と
の円滑な連携体制の構築）


